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「敬老祝金」の支給について
問 福祉課　高齢福祉係　☎９２－７９６４

令和２年度

　町では、「基山町敬老祝金支給条例」により、敬老祝金を支給しています。対象者の方には、個別に通知書をお

送りします。令和２年度の支給対象者は次のとおりです。

▽対象者
　・77歳（昭和 17年９月２日～昭和 18年９月１日生まれの方）　	 :１万円

　・88歳（昭和６年９月２日～昭和７年９月１日生まれの方）	 	 :１万円

　・100 歳（大正８年９月２日～大正９年９月１日生まれの方）	 	 :５万円

　※令和元年９月２日以降に基山町に転入された方は対象外です。

▽申込み締切
　令和２年８月７日（金）	

「学校閉庁日」です
問 基山町教育委員会　教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

8月11日 (火 )～14日（金）は

　基山町立小中学校では、８月11日（火）～14日（金）の４日間を「学校閉庁日」とします。

これに伴い、教職員は学校に不在となりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

　学校閉庁日に各学校へ緊急に連絡する必要がある場合は、基山町教育委員会へご連絡ください。

人権行政相談を実施しています
問 総務企画課　文書法令係　☎９２－２１８８

　町では、毎月第３木曜日の午後１時から４時まで、基山町民会館で人権行政相談を実施しています。

　人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受け、さまざまな人権上の問題について相談者から話を聞き、関係機関を

紹介するなど、その解決の促進をお手伝いします。

　行政相談委員は、総務大臣の委嘱を受け、国の仕事や手続、サービスについての苦情や相談に応じて、関係機

関に苦情を通知するなど、その解決の促進をお手伝いします。

　人権問題、行政問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。

▽人権擁護委員
　藤野	恭裕さん、山本	頼子さん、山口	美佐子さん

▽行政相談委員
　内山	敏行さん
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基山町職員募集
問 総務企画課　行政係　☎９２－７９１５

令和３年４月採用

　町では、令和３年４月採用の基山町職員を募集します。なお、第１次試験を

基礎的な知識・知能についての試験に変更しており、民間志望者の方でも受験

しやすい内容になっています。
▽採用予定人員
　一般事務・・・　４名程度

▽受験資格
　一般事務　平成３年４月２日～平成 15年４月１日までに生まれた方（学歴不問）
▽受験手続及び受付期間
　・申込書の請求方法
　　申込書・試験案内は、総務企画課で交付します。郵便請求の場合は、『職員採用試験申込書請求』と朱書きし、
　　宛名を明記して 120 円切手を貼った定型の返信用封筒（Ａ４サイズの入る大きさ）を同封してください。

　・申込書の提出方法
　　申込書に必要事項を記入し、総務企画課（役場３階）に提出してください。郵送で申込みの場合は封筒の表に

　　『職員採用申込み』と朱書きし、必ず書留郵便でお送りください。

　・申込み期間
　　7 月 13 日（月）～ 8月 14日（金）　※土・日曜日、祝日を除く。また、郵送の場合は、8月 14日（金）消印有効。
▽第 1 次試験
　・日時　9月 20日（日）	午前 9時 30分集合
　・場所　佐賀県立佐賀工業高等学校（予定）

　・内容　教養試験、適正検査

▽第 2 次試験
　10 月下旬頃予定
　※職員採用情報は、基山町ホームページにおいて随時更新します。

全国一斉情報伝達試験を実施します
問 総務企画課　防災係　☎９２－７９１５

第2回全国瞬時警報システム

　地震・津波・武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。この試験では、全国瞬時警

報システム（J-ALERT）を用いた試験で、基山町以外の地域でも、試験が行われます。

　基山町では、全国瞬時警報システム（J-ALERT）から送られてくる国からの緊急情報を、町民の皆様へお伝えす

るために、防災行政無線の放送による情報伝達試験を実施します。試験放送の実施につきまして、ご理解とご協

力をお願いします。

▽試験実施日時
　『一斉情報伝達試験』　8月5日（水）　午前 11時頃

▽試験放送内容
　防災行政無線のスピーカーから次の内容が一斉放送されます。

　①上りチャイム音

　②「これは、Jアラートのテストです。（3回）

　　こちらは、基山町です。」

　③下りチャイム音

※ J-ALERT（ジェイ・アラート）とは？

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に

国から送られてくる緊急情報を、人口衛

星などを活用して、瞬時に地方公共団体

及び住民に伝達するシステムです。
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１時間目「基肄城学習」を開催します！
～ きやま人づくり大学 ～

基山町では、町の魅力や課題を学び、情報の発信や解決策を

実践する人材の育成を図るために「きやま人づくり大学」を

開校しています。今回の講座では、基山山頂の基肄城跡地で、

基山のシンボル基肄城について学びます。

講師　　　　基山町教育学習課　ふるさと歴史係　係長　主税 英徳

日時　　　　８月 10 日（月・祝日）　午前８時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　　受付：午前 8 時から
　　　　　　※雨天中止（順延なし）
会場　　　　基肄城跡地（基山山頂）
集合場所　　本福寺駐車場　※本福寺駐車場から基山山頂まで徒歩で移動します。
定員　　　　20 名（先着順・要申込）
参加料　　　無料　　　　　　
申込み方法　８月７日（金）までに申込書に必要事項を記入の上、
　　　　　　まちづくり課に持参するか、E メールでお申込みください。申込書は、まちづくり課
　　　　　　（役場２階）、で配布している他、基山町ホームページからもダウンロードできます。

申込み・問合せ先　〒 841-0204　基山町大字宮浦 666 番地　まちづくり課　協働推進係
　　　　　　　　　☎ ９２－７９３５　　　９２－０７４１

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について
問 佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎０９５２－６４－８４７６　　福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４

後期高齢者医療保険

　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡した場合や、世帯主の収入が一定程度減少した場合に、

後期高齢者医療保険料を減免します。詳しくはお問い合わせください。

▽保険料の減免の対象となる方
　１．新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方

　⇒保険料を全額免除
　２．新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯で、

　　　次の①～③の全てに該当する世帯の方

　　　①世帯主の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、

　　　　令和元年に比べて10 分の３以上減少する見込みであること

　　　②世帯主の令和元年の所得の合計額が 1000万円以下であること

　　　③世帯主の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が 400万円以下であること

　⇒保険料の一部を減額
▽減免対象の保険料
　令和元年度分及び令和 2年度分の保険料であって、令和 2年 2月1日から令和3年3月31日までの間に普通

徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日）が設定されているもの。




